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現
在
の
老
人
保
健
制
度
は
、
平

成
20
年
４
月
か
ら「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
」へ
と
変
わ
り
ま
す
。

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」は
、
神

奈
川
県
内
の
全
て
の
市
町
村
が
加

入
す
る
、
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
が
運
営
し
ま
す
。 

　
こ
の
制
度
の
被
保
険
者
は
、
県

内
に
在
住
の
75
歳
以
上
の
方
や
、

65
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
の
あ
る

方
で
す
。 

　
平
成
20
年
４
月
１
日
時
点
で
75

歳
以
上
の
方
は
同
年
４
月
１
日
か

ら
、
そ
れ
以
降
に
75
歳
に
な
ら
れ

る
方
は
誕
生
日
当
日
か
ら
、「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」の
被
保
険
者

と
な
り
、
広
域
連
合
か
ら
新
し
い

被
保
険
者
証
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

（
今
ま
で
お
使
い
の
国
民
健
康
保

険
や
健
康
保
険
等
の
被
保
険
者
証
、

老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
等
は
使

用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。） 

　「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」の
被

保
険
者
と
な
る
と
、
①
国
民
健
康

保
険
や
、
健
康
保
険
等
の
被
保
険

者
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
②
被
保

険
者
の
方
、
一
人
ひ
と
り
に
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
、
原
則
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収

（
天
引
き
）さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。（
健
康
保
険
等
の
被

扶
養
者
で
、
今
ま
で
自
分
で
保
険

料
を
払
っ
て
い
な
い
方
も
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。） 

　
な
お
、
通
院
や
入
院
時
の
自
己

負
担
は
、
現
行
と
同
じ
１
割
若
し

く
は
３
割
で
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
の
詳
細
は
、
神
奈
川
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。 
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◎
問
い
合
わ
せ
　 

・
町
民
課 

　
☎
内
線
２
７
４
・
２
４
７ 

・
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
事
務
局 

　
☎
045（
440
）６
７
０
０ 

　
年
金
加
入
記
録
の
ご
確
認
や
年
金

受
給
手
続
き
な
ど
の
相
談
を
社
会
保

険
事
務
所
の
職
員
が
お
受
け
し
ま
す
。 

▼
と
き
・
と
こ
ろ 

　
10
月
18
日（
木
）　
10
時
〜
16
時 

　
大
磯
町
役
場
　
４
階
会
議
室 

▼
持
ち
物 

　
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
通
知
）、

年
金
証
書
、
振
込
通
知
や
被
保
険
者

証
と
い
っ
た
、
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、
代
理
の
方
が
相
談
に
来
ら

れ
る
際
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。 

▼
申
込
方
法 

　
電
話
に
よ
る
申
込
み
で
、
10
月
５

日（
金
）午
前
９
時
か
ら
先
着
順 

　
☎
（
61
）４
１
０
０
内
線
２
７
４
・

２
７
５ 

▼
定
員 

　
60
人（
定
員
に
達
し 

次
第
締
め
切
り
ま
す
。） 

▼
そ
の
他 

　
前
回（
７
月
23
日
）に
行
わ
れ
た
出

張
年
金
相
談
で
、
相
談
を
受
け
た
方

は
除
き
ま
す
。
一
人
あ
た
り
の
相
談

時
間
は
15
分
程
度
と
し
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　 

　
町
民
課
　
☎
内
線
２
７
４ 

出
張
年
金
相
談 
出
張
年
金
相
談

出
張
年
金
相
談 
出
張
年
金
相
談 

（
予
約
制
） 

 

10
月
15
日
〜
21
日 

　
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行

政
相
談
委
員
が
、
国
の
行
政
な
ど

に
つ
い
て
皆
様
の
苦
情
や
意
見
・

要
望
を
受
け
て
い
ま
す
。 

　
今
月
の
行
政
相
談
は
、
15
ペ
ー

ジ
の「
相
談
の
案
内
」を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。 

▼
行
政
相
談
委
員（
順
不
同
敬
称
略
） 

・
湯
口
敏
昭 

　《
国
府
新
宿
７
６
７
》 

　
☎
（
71
）０
８
８
６ 

・
金
子
タ
カ
子 

　《
大
磯
２
１
５
１
‐
３
》 

　
☎
（
61
）３
３
２
０ 

▼
相
談
事
項 

　
国
の
行
政
機
関
の
業
務
の
ほ
か
、

公
団
、
公
庫
な
ど
の
特
殊
法
人
、

国
の
補
助
に
係
る
業
務
、
国
か
ら

県
、
市
町
村
に
法
定
受
託
し
て
い

る
業
務
に
つ
い
て 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

・
総
務
省
神
奈
川
行
政
評
価
事
務

所
行
政
相
談
課 

　
☎
045（
681
）１
１
６
５ 

・
地
域
協
働
課
　
☎
内
線
２
３
７ 

　
平
塚
市
、
大
磯
町
で
構
成
す

る
、
１
市
１
町
ご
み
処
理
広
域
化

推
進
会
議
で
は
、「
平
塚
・
大
磯
ブ

ロ
ッ
ク
ご
み
処
理
広
域
化
実
施
計

画
骨
子
案
」に
つ
い
て
、
７
月
に

意
見
募
集
を
行
な
い
、
そ
の
意
見

に
対
す
る
推
進
会
議
の
考
え
方
を

ま
と
め
ま
し
た
。 

　
次
の
施
設
等
で
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

・
情
報
コ
ー
ナ
ー（
役
場
１
階
、

国
府
支
所
） 

・
そ
の
他
の
公
共
施
設（
環
境
美

化
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
ふ
れ

あ
い
会
館
、
生
涯
学
習
館
、
郷

土
資
料
館
、
横
溝
千
鶴
子
記
念

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
世
代
交

流
セ
ン
タ
ー
） 

・
１
市
１
町
ご
み
処
理
広
域
化
推

進
会
議
及
び
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
環
境
美
化
セ
ン
タ
ー 

　
☎
（
72
）４
４
３
８ 

平成２０年 
4月から 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

『
７５
歳
以
上
の
方
』
の 

医
療
制
度
が
変
わ
り
ま
す 

「
１
市
１
町
ご
み
処
理
広
域
化
実
施

１
市
１
町
ご
み
処
理
広
域
化
実
施 

　
計
画
骨
子
案

　
計
画
骨
子
案
」
の
意
見
と
回
答

」
の
意
見
と
回
答 

「
１
市
１
町
ご
み
処
理
広
域
化
実
施 

　
計
画
骨
子
案
」
の
意
見
と
回
答 

行
政
相
談
週
間 


